
個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 観光事業作業業務 管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所総務・地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 会陽冬花火開催に伴う河川転落防止等安全対策作業に対する報奨金支払いのため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.報奨金支給額

記録範囲 会陽冬花火開催に伴う河川転落防止等安全対策作業の作業者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所総務・地域振興課 

（所在地）〒704-8555岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 区づくり推進事業審査業務 管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所総務・地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 岡山市東区区づくり推進事業の審査に対する報奨金支払いのため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1.氏名、2.住所、3.生年月日、4.報奨金支給額

記録範囲 岡山市東区区づくり推進事業の審査委員 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所総務・地域振興課 

（所在地）〒704-8555岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市営墓地の維持・補修に関する業務 管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所総務・地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 富崎市営墓地内側溝等の清掃及び除草作業に対する報償金支払いのため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1.氏名、2.住所、3.作業年月日、4.作業内容、5.報償金支給額

記録範囲 富崎市営墓地内側溝等の清掃及び除草作業作業の作業者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所総務・地域振興課 

（所在地）〒704-8555岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）－ 

（所在地）－ 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 市営墓地の使用許可等に関する業務 管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所総務・地域振興課 

個人情報ファイルの利用目的 富崎市営墓地使用者等を把握するため 

個人情報ファイルに係る本人の数 ■ 1,000人以上 □ 1,000人未満

記録項目 
1.氏名、2.本籍、3.住所、4. 生年月日、5.電話番号、6.墓地使用状況

7.埋蔵者の情報

記録範囲 墓地使用者及び墓地への埋蔵者 

記録情報の収集方法 本人または相続人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所総務・地域振興課 

（所在地）〒704-8555岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □ 法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 水利監督員 個人情報ファイル簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所農林水産振興課 

個人情報ファイルの利用目的 幹線用水路の維持管理等のために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1. 施設及び水路名、2.郵便番号、3.住所、4.氏名、5.電話番号

記録範囲 水利監督員として、市が委嘱した者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所農林水産振興課 

（所在地）〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番3号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 農業水利土木員 個人情報ファイル簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所農林水産振興課 

個人情報ファイルの利用目的 農業施設の維持管理等のために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 1. 地区、2.郵便番号、3.住所、4.氏名、5.電話番号、6.担当区域

記録範囲 農業水利土木員として、市が委嘱した者 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所農林水産振興課 

（所在地）〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番3号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公園等愛護委員会報償金支払名簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 活動報償金の支払い・必要書類送付・依頼等の連絡のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.管理番号 2.団体数 3.団体名 4.代表者名 5.住所 6.電話番号 7.口座番号

8.口座名義人

記録範囲 届出を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届け 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8544 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公園内便所清掃活動団体報償金支払名簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 活動報償金の支払い・必要書類送付・依頼等の連絡のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.管理番号 2.団体名 3.代表者名 4.住所 5.電話番号 6.銀行名 7.口座番号

8.口座名義人

記録範囲 愛護委員会異動届を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届け 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8544 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 公共物使用許可事務ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 公共物使用許可事務業務遂行のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 １氏名、２住所 

記録範囲 本人申請によるもの 

記録情報の収集方法 本人申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8544 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称） ― 

（所在地） ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 都市計画法第３２条に基づく同意・協議管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 都市計画法第３２条に基づく同意・協議業務遂行のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 １氏名、２土地の表示 

記録範囲 本人申請によるもの 

記録情報の収集方法 本人申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8544 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称） ― 

（所在地） ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 道路法２４条申請管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 道路法２４条申請に対する承認業務遂行のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 １氏名、２土地の表示 

記録範囲 本人申請によるもの 

記録情報の収集方法 本人申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8544 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称） ― 

（所在地） ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 排水機場・樋門等操作員名簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 
排水機場・樋門等操作員の依頼、河川増水時の操作依頼連絡及び報償金支払いの

ために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.管理施設名、2.氏名、3.住所、4.生年月日、5.電話番号、6.職業、7.依頼開始

年月日、8.口座番号、9.口座名義人 

記録範囲 排水機場・樋門等操作員 

記録情報の収集方法 本人からの届出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 下水道河川局下水道河川計画課 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8555 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 遊園地等愛護委員会報償金支払名簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 活動報償金の支払い・必要書類送付・依頼等の連絡のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.管理番号 2.団体数 3.団体名 4.代表者名 5.住所 6.電話番号 7.口座番号

8.口座名義人

記録範囲 愛護委員会異動届を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届け 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8544 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 遊園地内便所清掃活動団体報償金支払名簿 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 活動報償金の支払い・必要書類送付・依頼等の連絡のため 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
1.管理番号 2.団体名 3.代表者名 4.住所 5.電話番号 6.銀行名 7.口座番号

8.口座名義人

記録範囲 届出を提出した者 

記録情報の収集方法 本人からの届け 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8544 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 ― 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 要望整理表 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所地域整備課 

個人情報ファイルの利用目的 各町内会からの要望の整理 

個人情報ファイルに係る本人の数 □ 1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 １名前、２住所、３連絡先 

記録範囲 提出があったもの 

記録情報の収集方法 提出 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まれない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 地域整備課 

（所在地）〒704-8544 岡山市東区西大寺南一丁目2番4号 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 ■無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称） ― 

（所在地） ― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 ― 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 墓地使用者管理ファイル 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所瀬戸支所総務民生課 

個人情報ファイルの利用目的 墓地使用者の管理のために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □1,000人以上 ■ 1,000人未満

記録項目 
１.墓地番号、２．面積、３．許可年度、４．使用者氏名、５．使用者住所、６．

管理料送付先氏名、８．管理料送付先住所 

記録範囲 墓地使用者、管理料納付書送付先 

記録情報の収集方法 本人からの申請 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所瀬戸支所総務民生課 

（所在地）〒709-0897 岡山市東区瀬戸町瀬戸45番地 

（名 称）総務局総務部行政事務管理課情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

■ 法第60条第2項第1号

（電算処理ファイル） □法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

■有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 



個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名称 墓地台帳 

行政機関等の名称 岡山市長 

個人情報ファイルが利用に供され

る事務をつかさどる組織の名称 
東区役所 上道地域センター 

個人情報ファイルの利用目的 墓地使用者等を検索・更新・管理するために利用する。 

個人情報ファイルに係る本人の数 □1,000人以上 ■1,000人未満

記録項目 
１．墓所番号、２．使用料、３．許可日、４．面積、５．電話番号、６．本籍地、

７．住所、８．フリガナ、９．氏名、１０．生年月日、１１．筆頭者 

記録範囲 墓地の使用者 

記録情報の収集方法 本人からの申請書 

要配慮個人情報が含まれるとき

は、その旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 － 

開示請求等を受理する組織の名称

及び所在地 

（名 称）東区役所 上道地域センター 

（所在地）〒709-0631岡山市東区東平島１９１番地 

（名 称）総務局 総務部 行政事務管理課 情報公開室 

（所在地）〒700-8544 岡山市北区大供一丁目1番1号 

訂正及び利用停止に関する他の法

令の規定による特別の手続等 
－ 

個人情報ファイルの種別 

□法第60条第2項第1号

  （電算処理ファイル） ■法第60条第2項第2号

（マニュアル処理ファイル）政令第21条第7項に該当するファイル 

□有 □無

行政機関等匿名加工情報の提案の

募集をする個人情報ファイルであ

る旨 

非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を

受ける組織の名称及び所在地 

（名 称）― 

（所在地）― 

行政機関等匿名加工情報の概要 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案を受ける組織の名

称及び所在地 

（名 称） 

（所在地） 

作成された行政機関等匿名加工情

報に関する提案をすることができ

る期間 

備 考 － 
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